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          本号で公布された条例等のあらまし 
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北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

  令和３年３月３１日

北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第２４号 

北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する 

規則 

北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則（昭和４４年北九州市規則第

６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４の常時介護を要する状態の（１）の項中「１６万６，９５０円」を

「１７万１，６５０円」に改め、同表の常時介護を要する状態の（２）の項中

「７万２ , ９９０円」を「７万３，０９０円」に改め、同表の随時介護を要す

る状態の（１）の項中「８万３，４８０円」を「８万５，７８０円」に改める

。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第４の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補

償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお

従前の例による。

3



北九州市告示第８９号

北九州市中小企業融資制度要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

令和３年３月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市中小企業融資制度要綱の一部を改正する告示

北九州市中小企業融資制度要綱（昭和４４年北九州市告示第５５号）の一部

を次のように改正する。

第７条第１項第７号を次のように改める。

（７） まち・ひと・しごと創生総合戦略資金

第１２条第１号ア及びイ以外の部分中「引き続き６月以上同一事業」を「現

に事業」に改め、同号ア中「第２条第５項第１号又は第５号」を「第２条第５

項」に改める。

第１５条第２項を削る。

第１６条の見出しを「（まち・ひと・しごと創生総合戦略資金）」に改め、

同条各号列記以外の部分中「新成長戦略みらい資金」を「まち・ひと・しごと

創生総合戦略資金」に、「地域産業の活性化」を「産業の活性化と生産性の向

上及び質の高い暮らしと快適なまちの実現」に、「地域産業の新たな」を「地

方創生の「成功モデル都市」実現の」に改める。

第１８条第１号中「引き続き６月以上同一事業」を「現に事業」に改める。

第２０条第１号ア（ア）から（オ）まで以外の部分中「（オ）」を「（カ）

」に改め、同号に次のように加える。

（カ） 経営承継円滑化法第１３条第６項に規定する経営承継借換関連

 保証の対象となる者として保証協会が経営承継借換関連保証事務取扱

 要領（福岡県信用保証協会制定令和２年１０月１日付け）で定める中

 小企業者

 第２０条第６号イ中（カ）を（キ）とし、（オ）を（カ）とし、（エ）の次

に次のように加える。

（オ） 第１号ア（カ）に該当する者については、保証協会が経営承継

借換関連保証事務取扱要領で定めるところによる。

付則第６項中「「６月」とあるのは「３月」と、」を削る。

付 則

 （施行期日）

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の北九州市中小企業融資制度要綱の規定は、この告示の施行の日以
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後に融資の申込みをした者について適用し、同日前に融資の申込みをした者

については、なお従前の例による。
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北九州市告示第１１３号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州 

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により 

、北九州市立夜間・休日急患センター、北九州市立門司休日急患診療所及び北

九州市立若松休日急患診療所における使用料及び手数料の徴収事務を次のとお

り委託した。 

  令和３年４月２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

受 託 者
委 託 期 間

名  称 住  所

有限会社医療事務

研究会

北九州市小倉北区浅野三丁

目８番１号

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で
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北九州市告示第１１４号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  令和３年４月２日

北九州市長 北 橋 健 治  

薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

アイン薬局鉄道記

念病院店 

北九州市門司区高田二丁目１番２

号 

令和３年４月

１日 

新生堂薬局下曽根

店 

北九州市小倉南区田原新町三丁目

６番３号 

令和３年４月

１日 
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北九州市告示第１１５号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により

次のとおり告示する。

  令和３年４月２日  

北九州市長 北 橋 健 治  

育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医

療機関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変 更 年 月 日

有限会社あしび

き薬局 

旧
北九州市八幡西区大字木屋瀬３６５

番地の１１ 

令 和 ２ 年 ８

月 １ 日 

新
北九州市八幡西区木屋瀬東一丁目４

番１３号
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北九州市告示第１１６号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に

より特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条第１号の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和３年４月２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

本城西幼稚園 幼稚園 北九州市八幡西

区本城一丁目１

５番２号 

学校法人本城

学園 

令和３年４

月１日 

済世第二幼稚

園 

幼稚園 北九州市八幡西

区幸神三丁目８

番８号 

学校法人済世

学園 

令和３年４

月１日 

認定こども園

守恒保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区守恒二丁目６

番１号 

社会福祉法人

誠心福祉会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

みずほ野保育

園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区津田一丁目１

３番１０号 

社会福祉法人

瑞穂会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

春の町保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡東

区春の町四丁目

３番８号 

社会福祉法人

禅心会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

岩崎保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区岩崎二丁目７

番１号 

社会福祉法人

洗心会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

引野保育園  

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区若葉二丁目１

８番１号 

社会福祉法人

天心報恩会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

リアンたかの

す保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区鷹の巣一丁目

３番２１号 

社会福祉法人

真祐会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

ＩＣＨＩＧＯ 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区里中二丁目１

７番４号 

社会福祉法人

薫風会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

れんげの花保

育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区昭和町１６番

３号 

社会福祉法人

栄法会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

お宮の里幼稚

園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区沼本町四丁目

１８番５号 

学校法人川江

学園 

令和３年４

月１日 
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認定こども園

栄美保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区大浦二丁目１

４番７号 

社会福祉法人

栄美会 

令和３年４

月１日 

認定こども園

中央しおり保

育園

認定こ

ども園 

北九州市八幡東

区中央二丁目１

０番８号 

社会福祉法人

杉の実福祉会 

令和３年４

月１日 
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北九州市告示第１１７号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条第１項の規定に

より特定地域型保育事業者の確認を行ったので、同法第５３条第１号の規定に

より、次のとおり告示する。 

令和３年４月２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

家庭的保育事

業中野摩耶 

家庭的

保育事

業 

北九州市小倉北

区清水三丁目９

番９号 

中野摩耶 令和３年４

月１日 
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北九州市公告第２１７号

 福岡県知事より次の北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更の認可に

係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号

）第６３条第２項において準用する同法第６２条第２項の規定により、これを

北九州市建設局道路部街路課において公衆の縦覧に供する。

  令和３年４月２日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

 ３・４・４４－８８号中央町穴生線（青山工区）
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北九州市公告第２１８号

 北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更の認可の告示（令和３年福岡

県告示第３９１号）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第６６条の規定により次のとおり公告する。

  令和３年４月２日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 都市計画事業の種類

  道路事業

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在

名称 所在

３・４・４４－８８号中央町穴生

線（青山工区）

北九州市八幡西区東王子町、西王

子町、山寺町、青山二丁目、青山

三丁目、萩原二丁目、萩原三丁目

及び鷹の巣一丁目地内

３ 施行者の名称

  北九州市

４ 事務所の所在地

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部街路課

 なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所におい

て縦覧に供している。
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北九州市公告第２１９号

土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１９条により、北九州

広域都市計画事業旦過地区土地区画整理審議会委員の選挙期日を次のとおり公

告する。

令和３年４月２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

選挙期日 令和３年７月１０日
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北九州市公告第２２０号

土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２１条第１項の規定に

より、北九州広域都市計画事業旦過地区土地区画整理審議会委員の選挙人名簿

を次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和３年４月２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 縦覧期間及び縦覧時間

  令和３年５月１３日から同月２６日までの毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで

２ 縦覧場所

  北九州市小倉北区古船場町１番３５号

  北九州市建設局河川部神嶽川旦過地区整備室
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